
主な日常生活用具 

種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

介 

護 

・ 

訓 

練 

支 

援 

用 

具 

特殊寝台 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上 

又は常時介護を要する

難病 

（原則として学齢児以

上） 

腕、脚等の訓練

のできる器具

を 

付帯し、原則と

して頭部及び 

脚部の傾斜角

度を個別に 

調整できる機

能を有するも

の 

８年 
１５４，０００

円 

特殊マット 

下肢若しくは体幹機能

障害１級 

（障害児は２級以上）又

は 

療育手帳Ａ判定又は常

時介護 

を要する難病患者等 

（原則として学齢児以

上） 

褥瘡の防止又

は失禁等によ

る汚染 

又は損耗を防

止するため、 

マット（寝具）

にビニール等

の 

加工をしたも

の 

５年 １９，６００円 

特殊尿器 

下肢若しくは体幹機能

障害１級 

又は常時介護を要する

難病患者等 

（原則として学齢児以

上） 

尿が自動的に

吸引されるも

ので、 

障害者（児）又

は介護者が容

易に 

使用できるも

の 

５年 ６７，０００円 

入浴担架 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上 

（原則として３歳以上） 

障害者（児）を

担架に乗せた

まま 

リフト装置に

より入浴させ

５年 ８２，４００円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

るもの 

体位変換器  

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上 

又は寝たきりの難病患

者等 

（原則として学齢児以

上） 

介護者が障害

者（児）の体位

を 

変換させるの

に容易に使用 

できるもの 

５年 １５，０００円 

移動用リフ

ト 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上 

又は難病患者等 

(原則として３歳以上） 

介護者が障害

者（児）を移動

させる 

に当たり容易

に使用できる

もの 

（天井走行型

その他住宅改

修 

を伴うものを

除く） 

４年 
１５９，０００

円 

訓練いす 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上 

（原則として３歳以上） 

原則として付

属のテーブル

を 

付けるもの 

５年 ３３，１００円 

自 

立 

生 

活 

支 

援 

用 

具 

入浴補助用

具 

下肢若しくは体幹機能

障害又は入浴 

に介助が必要な難病患

者等（原則 

として３歳以上） 

入浴時の移動、

座位の保持、浴

槽 

への入水等を

補助でき、障害

者（児） 

又は介護者が

容易に使用で

きるもの 

（設置に当た

り住宅の改修

を伴う 

８年 ９０，０００円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

ものを除く） 

便器 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上 

又は常時介護を要する

難病患者等 

原則として学齢児以上） 

手すりをつけ

ることができ

る（取替え 

に当たり住宅

の改修を伴う

ものを除く） 

８年 ９，８５０円 

Ｔ字状・棒状

のつえ 

平衡機能又は下肢若し

くは体幹機能 

障害（原則として学齢児

以上） 

Ｔ字状又は棒

状で容易に使

用 

できるもの 

３年 ４，４６０円 

移動・移乗支

援用具 

平衡機能又は下肢若し

くは体幹機能 

障害又は家庭内の移動

等において 

介助を必要とする難病

患者等（原則 

として３歳以上） 

転倒防止、立ち

上がり動作補

助、 

移乗動作の補

助、段差解消等

の 

用具とする（設

置に当たり住

宅の 

改修を伴うも

のを除く） 

８年 ６０，０００円 

頭部保護帽 

平衡機能又は下肢若し

くは体幹機能 

障害又はてんかんの発

作等により 

頻繁に転倒する知的障

害者（児） 

若しくは精神障害者 

転倒の衝撃か

ら頭部を保護

できるもの 

３年 

スポンジ・革が

主材料 

１５，２００円 

スポンジ・革 

プラスチック

が主材料 

３６，７５０円 

特殊便器 

上肢機能障害２級以上

又は療育手帳 

Ａ判定又は上肢機能に

障害のある難病 

足踏みペダル

等で温水、温風

を出し 

得るもの（取替

８年 
１５１，２００

円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

患者等（原則として学齢

児以上） 

えに当たり住

宅の 

改修を伴うも

のを除く） 

火災警報器 

身体障害２級以上又は

療育手帳Ａ判定 

（火災発生の感知又は

非難が著しく 

困難な者で、障害者のみ

の世帯または 

これに準ずる世帯） 

室内の火災を

煙又は熱によ

り感知し、 

音又は光を発

し、屋外にも警

報ブザー 

で知らせるも

の 

８年 １５，５００円 

自動消火器 

身体障害２級以上又は

療育手帳判定 

（火災発生の感知又は

非難が著しく 

困難な者で、障害者のみ

の世帯又は 

これに準ずる世帯） 

室内温度の異

常上昇又は炎

の接触で 

自動的に消化

液を噴射し、初

期火災を 

消化できるも

の 

８年 ２８，７００円 

電磁調理器 

視覚障害２級以上又は

療育手帳Ａ判定 

（障害者のみの世帯又

はこれに準ずる 

世帯） 

障害者が容易

に使用できる

もの 

６年 ４１，０００円 

聴覚障害者

用 

屋内信号装

置 

聴覚障害２級以上（聴覚

障害者のみの 

世帯又はこれに準ずる

世帯で、日常 

生活上必要と認められ

る世帯） 

音、音声等を視

覚、触覚等によ

り 

知覚できるも

の 

１０年 ８７，４００円 

在 

宅 

透析液加温

器 

腎機能障害３級以上で

自己連続携行式 

透析液を加温

し、一定温度に
５年 ５１，５００円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

療 

養 

等 

支 

援 

用 

具 

腹膜潅流法（CAPD）に

よる透析療法を 

行う者（原則として学齢

児以上） 

保つもの 

ネブライザ

ー 

呼吸器機能障害３級以

上又は呼吸器 

に障害のある難病患者

等 

障害者（児）が

容易に使用で

きるもの 

５年 ３６，０００円 

電気式たん

吸引器 

呼吸器機能障害３級以

上又は呼吸器に 

障害のある難病患者等 

障害者（児）が

容易に使用で

きるもの 

５年 ５６，４００円 

パルスオキ

シメーター 

呼吸器機能障害又は心

臓機能障害又は 

人工呼吸器の装着が必

要な難病患者等 

で在宅酸素療法を行う

者若しくは人工 

呼吸器を装着する者 

障害者（児）が

容易に使用で

きるもの 

５年 
１５７，５００

円 

酸素ボンベ

運搬車 

身体障害者で医療保険

における在宅 

酸素療法を行う者 

障害者が容易

に使用できる

もの 

１０年 １７，０００円 

盲人用体温

計 

（音声式） 

視覚障害２級以上で視

覚障害者のみの 

世帯又はこれに準ずる

世帯 

（原則として学齢児以

上） 

視 覚 障 害 者

（児）が容易に

使用できるも

の 

５年 ９，０００円 

盲人用体重

計 

視覚障害２級以上で視

覚障害者のみの 

世帯又はこれに準ずる

世帯 

視覚障害者が

容易に使用で

きるもの 

５年 １８，０００円 

情 

報 

携帯用会話

補助装置 

音声・言語機能障害又は

肢体不自由者（児） 

携帯式で言葉

を音声又は文
５年 ９８，８００円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

・ 

意 

思 

疎 

通 

支 

援 

用 

具 

で発音・発語に著しい障

害を有する者 

（原則として学齢児以

上） 

章に変換する 

機能を有し、障

害者（児）が容

易に 

使用できるも

の 

情報・通信支

援用具 

視覚障害又は上肢障害

２級以上 

（原則として学齢児以

上） 

障害者（児）向

けのパソコン

周辺機器 

及びアプリケ

ーションソフ

ト等で障害者 

（児）の社会参

加に資するも

の 

５年 
１００，０００

円 

点字ディス

プレイ 

視覚障害２級以上であ

って、必要と 

認めるもの 

文字等のコン

ピューターの

画面情報を 

点字等により

示すことがで

きるもの 

６年 
３８３，５００

円 

点字器 

視覚障害２級以上（原則

として 

学齢児以上） 

視 覚 障 害 者

（児）が容易に

使用できるも

の 

で次のとおり

とする 

（１）標準型 

 ア両面書真

鍮版製 

 イ両面書プ

ラスチック製 

（２）携帯用 

 ア片面書ア

７年 

（１）標準型 

 ア１０，４０

０円 

 イ ６，６０

０円 

（２）携帯用 

 ア ７，２０

０円 

 イ １，６５

０円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

ルミ製 

 イ片面書プ

ラスチック製 

点字タイプ

ライター 

視覚障害２級以上（就学

若しくは 

就労しているか又は就

労が見込まれて 

いる者に限る） 

視 覚 障 害 者

（児）が容易に

操作できるも

の 

５年 ６３，１００円 

視覚障害者

用 

ポータブル

レコーダー 

視覚障害２級以上 

（原則として学齢児以

上） 

（１）音声等に

より操作ボタ

ンが知覚又は 

認識でき、か

つ、DAISY方式

による録音 

並びに当該方

式により記録

された図書の 

再生が可能な

製品であって、

視覚障害者 

（児）が容易に

使用できるも

の 

（２）音声等に

より操作ボタ

ンが知覚又は 

認識でき、か

つ、DAISY方式

による録音 

並びに当該方

式により記録

された図書の 

再生が可能な

製品であって、

６年 

（１）録音再生

機 

   ８５，０

００円 

（２）再生専用

機 

   ３５，０

００円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

視覚障害者 

（児）が容易に

使用できるも

の 

視覚障害者

用 

活字文書読

上げ 

装置 

視覚障害２級以上 

（原則として学齢児以

上） 

文字情報と同

一紙面上に記

載された 

当該文字情報

を暗号化した

情報を 

読み取り、音声

信号に変換し

て出力する 

機能を有する

もので、視覚障

害者（児）が 

容易に使用で

きるもの 

６年 ９９，８００円 

視覚障害者

用 

拡大読書器 

視覚障害者（児）で本装

置により 

文字等を読むことが可

能になるもの 

（原則として学齢児以

上） 

画像入力装置

を読みたいも

の（印刷物） 

の上に置くこ

とで、簡単に拡

大された 

画像（文字等）

をモニターに

映し出せる 

もの 

８年 
１９８，０００

円 

盲人用時計 

視覚障害２級以上（音声

時計は 

手指の触覚に障害があ

る等のため、 

触読式時計の使用が困

難なものを 

視覚障害者が

容易に使用で

きるもの 

１０年 

音声式 

１３，３００円 

触読式 

１０，３００円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

原則とする） 

聴覚障害者

用 

通信装置 

障害者（児）又は発声・

発語に 

著しい障害を有し、コミ

ュニケーション、 

緊急連絡等の手段とし

て必要と 

認められるもの（原則と

して 

学齢児以上） 

一般の電話に

接続すること

ができ、 

音声の代わり

に文字等によ

り通信が 

可能な機器で

あり、障害者

（児）が 

容易に使用で

きるもの 

５年 ７１，０００円 

聴覚障害者

用 

情報受信装

置 

聴覚障害者（児）で本装

置により 

テレビの視聴が可能に

なるもの 

字幕及び手話

通訳付きの聴

覚障害者用 

番組並びにテ

レビ番組に字

幕及び手話 

通訳の映像を

合成したもの

を画面に出力 

する機能を有

し、かつ、災害

時の聴覚 

障害者向け緊

急信号を受信

するもので、 

聴 覚 障 害 者

（児）が容易に

使用できるも

の 

６年 ８８，９００円 

人口喉頭 

音声言語機能障害によ

り喉頭を 

摘出したもの 

（１）吸気によ

りゴム等の膜

を振動させ、 

（１）笛式 

   ４年 

（２）電動式 

（１）笛式 

   ８，１０

０円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

ビニール等の

管を通じて音

源を口腔内に 

導き構音化す

るもの 

（２）顎下部な

どに当てた電

動版を振動さ

せ、 

経皮的に音源

を口腔内に導

き構音化する 

もの 

   5 年 （２）電動式 

   ７０，１

００円 

点字図書 

視覚障害者（児）で主に

情報の 

入手を点字により行っ

ているもの 

点字により作

成された図書 
－ 

点字図書の価

格 

排 

泄 

管 

理 

支 

援 

用 

具 

蓄尿袋 

（付属の衛

生用品を含

む。） 

ストーマ（人工膀胱）造

設者（児） 

低刺激性の粘

着剤を使用し

た密封型の 

収納袋で、尿処

理用のキャッ

プ付きのもの 

－ 
１１，３００円

（月額） 

蓄便袋 

（付属の衛

生用品を含

む。） 

ストーマ（人工肛門）造

設者（児） 

低刺激性の粘

着剤を使用し

た密封型又は 

下部開放型の

収納袋 

－ 
８，６００円

（月額） 

紙おむつ等 

（紙おむつ、

サラシ、ガー

ゼ等衛生用

品） 

ストーマの変形等によ

り、ストーマ用装具を 

装着することができな

いもの及び先天性 

疾患に起因する神経障

害による高度の排尿 

障害者（児）又

は介護者が容

易に使用 

できるもの 

－ 
１２，０００円

（月額） 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

機能障害又は排便機能

障害のあるもの及び 

脳性麻痺による脳源性

運動機能障害又は 

肢体不自由により排尿

若しくは排便の意思 

表示が困難なもので、３

歳以上のもの 

収尿器 

肢体不自由、若しくは膀

胱機能障害者で 

高度の排尿機能障害の

あるもの 

男性用 

採尿器と蓄尿

袋で構成し、尿

の逆流防止 

装置を備えた

もの 

女性用 

耐久性ゴム製

採尿袋を有す

るもの又は 

ポリエチレン

製の採尿袋（導

尿ゴム管付、 

２０枚１組） 

１年 

（男性用） 

 普通型 

 ７，７００円 

  

 簡易型 

 ５，７００円 

（女性用） 

 普通型 

 ８，５００円 

 

 簡易型 

 ５，９００円 

居 

宅 

生 

活 

動 

作 

補 

用 

具 

住宅改修費 

下肢、体幹機能障害３級

以上（特殊便器 

への取り替えは上肢障

害２級以上）又は 

下肢、体幹機能に障害の

ある難病患者等 

（原則として学齢時以

上） 

対象者の移動

等を円滑にす

る用具で、 

設置小規模な

住宅改修を伴

う次に掲げる

もの 

（１）手すりの

取付け 

（２）段差の解

消 

（３）すべり防

－ 
２００，０００

円 



種目 対象者 性能 耐用年数 基準額 

止及び移動の

円滑化のため

の 

   床又は通

路面の材料の

変更 

（４）引き戸等

への取り替え 

（５）洋式便器

等への便器の

取り替え 

（６）その他前

各号の住宅改

修に附帯して 

   必要とな

る住宅改修 

なお、給付は原

則として１回

とする。 

（注） 

１ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、対象者欄の上肢・下肢

又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。 

２ ネブライザーと電気式たん吸引器の機能が一体となった機器の基準額はそれぞれの基

準額を合算したものとする。 

３ 基準額に消費税は含まないものとする。 

 


